
埼玉県知事 大野元裕 様 

 

2022年 7月 27日 

日本共産党埼玉県議団 団長 柳下礼子 

 

 

新型コロナウイルス感染症第７波から県民の命を守るための申し入れ 

  

 オミクロン株の亜系統であるＢＡ.５による感染が急拡大し、７月 23日全国で新たに 20万人をこ

える感染が確認され、1日当たりの過去最多を更新しました。埼玉県内でも７月 23 日 12424 人の陽

性者となり、感染が急拡大しています。こうした中で県内の医療機関からは「発熱外来の患者が急増

し、受付終了時刻を待たずに受付を中止せざるを得なくなった」また「発熱外来難民が出ていること

が危惧されます」との声も寄せられています。 

知事は専門家会議で「重症者対策を重視する」と発言しましたが、第６波の教訓は感染者が増えれ

ば、重症者数も増えていくということです。新規陽性者の増加自体をできる限り抑制していくこと

が重要であり、そのために検査体制を拡充・強化して早期発見と保護を行うことが急務です。さらに

自宅療養者から「パルスオキシメーターが何日たっても届かない」などの声が届いています。感染者

が増えれば、自宅療養者が激増することは避けられません。自宅療養者への丁寧なフォローを行う

ための体制強化が必要です。 

本年２月、10 代の男性が入院できず亡くなるという痛ましい事態が起こりました。１月から３月

までの間で入院できずに亡くなった方は 20人に及びます。こうしたことを二度と引き起こさないた

めの医療体制整備が必要です。 

よって下記の通りに申し入れます。 

 

記 

 

【検査について】 

1、検査診療は原則、医療機関で行うべきである。症状のあるすべての人が速やかに検査を受けられ

るよう、診療検査・医療機関を広げること。臨時の県営検査センターを県内 4 カ所程度つくるこ

と。 

2、ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業（定着促進事業）と感染拡大傾向時の

一般検査事業（一般検査事業）の無料ＰＣＲ検査の実施場所を県の責任で広げ、いつでもどこでも

身近な場所で受けられるようにするとともに、コロナの収束まで継続すること。 

大宮駅 1か所だけでなく、他の駅にも無料ＰＣＲ検査の実施場所を設けること。検査の重要性を

積極的に広報し、受検を促すこと。 

3、県立・私立学校職員に夏季休業明け前の抗原定性検査を実施するが、市町村の小中学校も検査で

きるように県が対応すること。 

4、高齢者・障害者施設の職員に対する週二回の検査を医療機関・子どもの福祉施設・学校等にも広

げること。 



5、定期的なＰＣＲ検査を行う事業所への支援を行うこと。 

 

【保健所の体制強化について】 

１、保健所の正規・常勤の人員増、施設・設備の拡充を行うこと。 

２、二年以上にわたって保健所のひっ迫状態が解決されないまま、より大きな感染の波が起きてい

る。他部署からの応援には限界がある。保健所の箇所数を増やすことも含めて、保健所の抜本的な体

制強化に本格的にとり組むこと。 

 

【ワクチン接種について】 

１、中・若年層のワクチン三回目接種の促進のため、ワクチンの有効性・安全性について情報発信を

行うこと。 

２、四回目接種の有効性・安全性の情報提供を行うこと。医療従事者、介護職員等に加え、必要とす

る人が安全・迅速に接種を受けられるよう情報提供、ワクチンの調達・配分を進めること。 

 

【自宅療養者への対応について】 

1、県は現在高齢者や基礎疾患がある方を除いて、メール等への返信によるやり取りのみになってい

る。すべての陽性者に最低一回は電話での連絡を取ること。 

２、県は市町村との協定を結び、陽性者へのパルスオキシメーターなどの物資の提供は市町村が行

うこととしているが、何日たってもパルスオキシメーターなどが届かないとの声が届いている。

物資の提供を市町村任せにせず、市町村を支援すること。 

 

【入院できずに亡くなる方を防ぐために】 

1、 入院できずに亡くなる方を二度と出さないために、入院調整にあたっては入院基準の点数を機械

的に当てはめることなく、柔軟に対応するよう徹底すること。 

2、 医療体制強化の支援のためにも、濃厚接触者となった医療従事者が早期に勤務するための検査は、

どのような場合でも医療機関の費用負担なく行えるようにすること。 

3、 医療機関が物価高騰に苦しんでいる。このことが医療機関の対応をより困難にしている。さらな

る医療体制確保のために、医療機関への減収補填を行うこと。また国に要望すること。 

 

【感染防止対策協力金などについて】 

県営住宅入居者の家賃を決める際、埼玉県感染防止対策協力金や給付金は一時的な収入であり、

継続的収入とすることは不適切である。収入算定から除外すること。国に対し、協力金・支援金を収

入に含めないよう要請すること。 

 

【感染症法上の位置付けについて】 

現段階では、国に対し、第七波のもとで新型コロナの感染症法上の位置づけ(二類相当)の変更しな

いように求めること。 


